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亀岡市安町野々神8番 地

事 業 者 排 出 畳 削 減 計 画 書 ぐ王) ・ 変 更)

亀岡市長 栗 山 正

0 7 7 1

泣 l骸 当する日には、 レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。
2「 基準年度」とは計画期間の前年度を、 「目寡年度」とは計画期間の最終年度をいいます。
3「 事業所専排出区分」とは、京都府内の事業所尊の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを、 「輸送車両排出区分」

とは、自動車運送事業者については使用の本れの位置を京都府内とする車両の排出する温宮効果ガスを、鉄道事業者については保有する貨物草
両又は旅客車両の排出する温皇効果ガスを、 「その他排出区分Jと は、上記以外の京都府内における事業P71等の事業活動に伴い発生する温宣効
果ガスをいいます。

4「 特記事項Jに は、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位C02排 出量、省エネ製品開発など他者の温宣
効果ガス排出削減への京献、グリーン観連の採用、特定フロンなどの条例指定外の温宣効果ガスの削減などを記入してください。

特定事実者の

主たる業種

公務 (市役所業務)

該 当す る事 菜

者要件
財 京tll府地球温暖化対策条例加行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

算 して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック
又はバス100台以上/タ クシー150台以上/銭 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して3,000トン以上))

掛

影

計 画 期 膚 平成  18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 2 4 電刀使用量の削顔や公用車燃料便用量の削減などの省エネルギーヘの取紀、組織の見直し等による公用
車の整理等により、 0 5%の C02増 加にとどめることを目指す。

推 進 体 制
に、年 1[

g理 経おを、切慎を環境官埋否員長とする環境官埋委員会において定期的に741境マネジメントシステムの進捗状況を審議するととも
市長によるマネジメントレビューを実施する。

年度ことの具
体的な取組及
び措置

年 度 、工程骨 計 回  内  容

18～ 19 全施設
ul Ⅲ… Ⅲ Ⅲ 琢 1,刑 穴 入 イ」的 凹 “ 穴 足 、 口 り ,つ  =宋 ″ つ`,,Ele rしつに ュ 切 未 刀 ス を、 10子度 を基
生 摩 ン 1イ  軍 席ウ,生 産 き″ l‐■ 取 の 部 賄 力 Mス

18～ 1 9 若宮工場 (し尿処理施設) 下水の整備に伴うくみとり畳滅少により、通室効果ガス,1出曇37斉削減を回る。

18～ 1 9 小中学校 電力 燃 料使用との省エネにより、2%の 温室効果ガス排出畳削減を図る。

自動車学校 平成10年度から廃校となり、温宮効果ガス排出量100%削 減の予定である。

温至効果 ガス

の排出量等 排出区分
基準午皮 (笑便,

(17)年 度
(二酸化炭素換算 (t))

日礫年度 (計回,

(19)年 度
(二酸化炭素換算 (t))

側颯準
(計画)
(%)

A事 業所等排 出区分 12.031 t 12.093 t 05 %

B輸 送車両排 出区分 t t %

Cそ の他排出区分 10,760 t 10.808 t 04 %

排出合計 Ⅲ1                22.791 t Ⅲ2            22,901 t 05%

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

取組量等 (二酸化炭素換算 (t)

森林の保全及び整備 、整備面積) l        ha_ (吸収量) t

府肉匿の本材の利用 (利用豊)  l       mと (削減よ) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

、雫電量)  l        k'i (削求畳) t

(削減二) t

グ リーン電力の購入 (削減畳) t

削減量等合計 t

差引排 出量

(排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

章 1 t (,2)(Ⅲゆ t %

特 記 事 項 1 不 庁舎においては、ヤ広12年度からIS014001認証取得事業とともに、省エネ 省 資源に係る取組を実施 してお
り、平成!0年度を基準年度として平成12年度から平成17年度までの6年間平均で55%の 電力使用量削減を図りました。
また、公用車の燃料使用量は6年間平均で176%削減 しました。
2 上 下水道部庁合においては、平成14年度を基準年度として、平成iS年度から平成17年度までの3年間平均で86%の
電力使用量削減を図りました。また、公用草の燃料使用量は3年間平均で36%削 減しました。
3 当 計画書では、混室効果ガス排出量05%増 としていますが、市地球温暖化対策実行計画の範囲内となっていま
す。
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